
令和４年度第１回秋田市公設地方卸売市場取引委員会会議録

１ 日時 令和４年１１月１日（火）午前１０時～１０時２５分

２ 会場 秋田市公設地方卸売市場管理棟４階 大会議室

３ 出席者 （取引委員） 渋谷 重春 委員

高橋 良治 〃

鈴木 信夫 〃

加藤 研吾 〃

木村 雅宏 〃

上村 清和 〃

堀田 晴男 〃

品田 福男 〃

進藤 政弘 〃

（事務局） 秋田市中央卸売市場 市場長 鷲谷 達夫

〃 室長 石黒 一史

〃 室長補佐 山平 喜仁

〃 技師 小林 優花

あきた市場マネジメント株式会社（指定管理者）

専務取締役 高橋 範慶

４ 議題

(1) 委員長および副委員長の互選について

(2) 会議録署名委員の選出について

(3) 専門部会の委員および部会長の指名について

(4) 令和５年秋田市公設地方卸売市場臨時休開場日について

５ その他
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第１回公設地方卸売市場取引委員会会議録

事務局(小林) ただいまから、秋田市公設地方卸売市場取引委員会を開催

する。

はじめに、定数の確認だが、本日は、委員１２名中９名が

出席しているので、秋田市公設地方卸売市場業務条例施行規

則第７４条第１項の規定に基づき、取引委員会が成立してい

ることを報告させていただく。

ここからの進行は、仮の議長として鷲谷市場長にお願いす

る。

鷲谷市場長 それでは議題に入る。

はじめに、（１）の委員長および副委員長の互選について

だが、慣例に従い、委員長は、前任期期間に副委員長を勤め

た卸売業者の委員から、副委員長は、前任期期間に委員長を

勤めていなかった卸売業者の委員から選出することとしてよ

ろしいか。

委員一同 （了承）

鷲谷市場長 慣例からすると、委員長は鈴木委員となり、副委員長は渋

谷委員となるが、よろしいか。

鈴木委員、渋谷委員 （了承）

鷲谷市場長 以後の案件の進行は、秋田市公設地方卸売市場業務条例施

行規則第７３条第１項の規定に基づき、鈴木委員長にお願い

する。

鈴木委員長 それでは、（２）の会議録署名委員の選出についてだが、

私から名簿の順に指名することとしてよろしいか。

委員一同 （了承）

鈴木委員長 今回の署名委員は、渋谷委員にお願いする。
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渋谷委員 （了承）

鈴木委員長 次に、（３）の専門部会の委員および部会長の指名につい

てだが、業務条例施行規則第７５条第２項および第３項にお

いて、委員長が指名することとなっているので、私から指名

させていただく。

青果部専門部会員には、渋谷重春委員、佐藤文信委員、木

村雅宏委員、藤原聖山委員、品田福男委員、高橋良治委員を

指名する。

部会長は、慣例に従い、高橋良治委員を指名する。

水産物部専門部会員には、加藤研吾委員、上村清和委員、

堀田晴男委員、進藤政弘委員、関谷秀樹委員、そして私、鈴

木信夫を指名する。

部会長は、慣例に従い、加藤研吾委員を指名する。

各専門部会員には、取扱品目について専門的事項の調査審

議があれば、対応を願う。

次に、（４）の令和５年秋田市公設地方卸売市場臨時休開

場日について、事務局から説明願う。

事務局 （事前配布資料「令和５年秋田市公設地方卸売市場休開場

(鷲谷市場長、 カレンダー（青果部・水産物部）（案）」により説明）

山平室長補佐)

鈴木委員長 ただいまの説明について、意見等あるか。

渋谷委員 ５月３日から５日について、開設者の案では３日を休場日

とし、５日を臨時開場日としているが、青果部では５日を開

場日にしても、トラックが手配できず、荷物が入ってこない

と考えられることから、令和４年と同じく、３日を開場日と

し、５日を休場日とすることを提案する。

鈴木委員長 部門ごとに個々の事情があることから、青果部と水産物部



3

では開場日数が異なることとなる。

水産物部からは意見等あるか。

加藤委員 毎年、８月１４日から１６日までを休場日としていたが、

令和５年は１３日が日曜日であるため、１３日を開場日と

し、１６日を休場日とすることを提案する。

鈴木委員長 水産物部の売買参加者からは意見等あるか。

進藤委員 まだ正式には決定していないが、協同組合秋田市民市場で

は、８月１４日から１６日までの３日間を休場日とする予定

であるため、加藤委員の提案に賛成である。

鈴木委員長 水産物部の提案を受けて、青果部からは意見等あるか。

渋谷委員 ８月１４日から１６日までについては、出荷者となる農協

が休業日であり、思うように集荷ができないため、開設者の

案のとおりとしたい。

鈴木委員長 それでは、令和５年秋田市公設地方卸売市場臨時休開場日

について、青果部は５月３日を開場日とし、５月５日を休場

日とする。また、水産物部は８月１３日を開場日とし、８月

１６日を休場日とする。

なお、その他については、開設者の案のとおりとする。

取引委員会の意見に開設者から何かあるか。

鷲谷市場長 ５月３日を青果部のみ臨時開場日、５月５日と８月１３日

を水産物部のみ臨時開場日、８月１６日を水産物部のみ臨時

休場日とするとの意見をいただいたが、実際に取引を行う皆

さんの意見であれば異存はない。意見のとおり決定の手続を

進める。

よって、来年の開場日は、開設者の案のとおり、青果部

２５３日、水産物部２５６日で決定したい。

鈴木委員長 では、次に「その他」に入る。
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委員から何かあるか。

委員一同 （なし）

鈴木委員長 事務局から、何かあるか。

事務局 （なし）

鈴木委員長 予定していた内容は、以上となる。

それでは、議長の任を降ろさせていただく。

事務局(小林) 本日の取引委員会を閉会する。


